
 
 

仕 様 書 

１ 目的 

本仕様書は、名古屋市立大学医学部附属西部医療センター内陽子線治療センター(以下「当セ

ンター」という。)において使用するボーラス及びコリメータを、受託者の施設・設備にて加

工し納品することで、当センターの効率的な運営に資することを目的とする。また、受託者は

本仕様書及び関係法規に基づいて、適正かつ誠実に履行することとする。 

 

２ 履行期間 

  令和 8年 4月 1日から令和 10年 3 月 31 日まで 

 

３ 納品場所 

名古屋市北区平手町１丁目１番地の１ 

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター内陽子線治療センター 

 

４ 委託業務内容 

  受託者は、次の(1)の時間帯等において、(2)から(5)の業務に対応するものとする。また、発

注予定数量は(6)のとおりとするが、見込であり発注数量を保証するものではない。 

(1) 発注・納品・対応時間帯 

ア 当センターからの加工依頼は、月曜日から金曜日の 8：00 から 24：00 までの間に適宜行

うものとする。 

イ 加工済み物品の納品は、月曜日から金曜日の 8：30 から 16：00 までの間に行うものとする。 

なお、加工依頼日を起算日として３日以内に納品を行うこと。 

ウ 陽子線治療を急遽開始する必要がある場合は、緊急時対応として、加工依頼日を起算日として

2 日以内の納品を求めることがあるので、それに対応すること。納品時間帯はイと同様とする。

なお、緊急時対応の割合は全体の 10％程度とする。 

エ 当センターからの電話、ファクシミリ及び電子メールでの問合せについては、月曜日から金曜

日の 8:45 から 18：00 までの間行うものとする。 

オ 上記アからオまでについては、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規

定する休日並びに 1月 2日、同月 3日及び 12 月 29 日から同月 31日までの日を除くものと

する。 

(2) 加工業務 

ア 加工依頼は電子メール又は電話とし、加工データは電子メールにて添付して送付するもの

とする。当センターから送付するデータの形式は、識別番号を付記した IGES 形式のデータ

（切削用データ）及び CDL データ（3次元測定用データ）とする。 

イ 加工前に CAM によってシミュレーションを行った上で、加工データに従い指示された箇所

に加工を行なうこと。加工データ通りに加工出来ないなど加工依頼の内容に疑義のある場

合は、当センター職員に速やかに確認すること。 



 
 

ウ ボーラス加工用のエンドミルは、様々な切削形状に対応するため次の条件を満たすものを

用いること。 

(ｱ) エンドミルにはテーパーがついていないこと。 

(ｲ) 最大 160 mm の厚さを垂直に加工する場合があるので、その加工が可能なエンドミルを

別紙 1の図 1を参照し用意すること。 

(ｳ) 仕上げ加工に際しては、直径 6 mm 以下、原則有効長 110 ㎜程度のもの及び 157 ㎜以上

のものを用意し、効率的な加工と必要な精度を担保できるようにすること。また、別紙 1

の図 2のようなことが起きないよう、適切なエンドミルを用意して臨むこと。 

エ ボーラスを加工するマシニングセンタでは、金属など樹脂以外の素材を加工しないこと。 

オ 加工場所の室温等の条件については、契約締結後、当センター職員と協議することとする。 

カ 仕上げ加工はブラスト研磨機で行なうこと。 

キ 送信した加工データと加工済み物品が個々に確認出来るように製品の指定場所にシリア

ル番号を付記したシールを貼ること。シールの貼り付け位置については、契約締結後、当

センター職員と協議することとする。 

 

(3) 品質検証業務 

ア 寸法検査や使用に支障をきたすようなバリ、割れ、へこみ、傷などがないこと及び切削部

分に異物の混入や空洞がないことを目視で確認すること。 

イ 外形寸法については、室温（20 度から 25度まで）でノギスにより測定を行うこと。公差

については 0.1 mm を目安とする。詳細については、契約締結後、当センター職員と協議す

ることとする。 

ウ 加工したボーラス及びコリメータの形状検証は、0.1 mm あるいはそれより優れた分解能を

有する 3次元測定器で直径 1mm 以下のプローブを使用して行うこと。測定点など測定条件

については、契約締結後、当センター職員と協議することとする。 

エ 3 次元測定の合格条件は日本医学物理学会 粒子線治療研究会 2005 年「陽子線・重イオン

線治療装置の物理・技術的 QA システムガイドライン」に基づき、ボーラスについては≦±

0.5 mm、コリメータについては≦±0.3 mm とする。 

オ 検査の結果は、検査成績書として全数に対して発行し、添付すること。検査成績書には加

工データに付記された識別記号番号又は識別ファイル名、シリアル番号、ボーラス及びコ

リメータの外形のみを加工した素材（以下「ブランク材」という。）の製造ロットナンバー、

加工したボーラス及びコリメータのサイズを記載すること。 

カ  3 次元測定の結果は、測定点の位置が分かる画像及び測定点の座標、測定値、設定値、公

差、誤差、加工データに付記された識別記号番号又は識別ファイル名が記載されたものを

全数に対して印刷し納品時に添付すること。 

キ 品質管理には万全を期するものとし、検証の段階において公差外れなど当センター職員が

指定した合格条件を満たさなかった場合は、当センター職員に速やかに連絡し、その指示

に従って迅速に対応するとともに、対策を協議し、当センター職員が必要と判断した場合



 
 

は、報告書を提出すること。 

(4) 納品 

納品は、当センターにおいて室温（25度（±1度））で 3次元測定器による受け入れ検査を

行い、合格となったもののみ認めるものとする。受け入れ検査において公差外れ等が発生し、

不合格となったものについては、当センター職員と協議し、再作製などの対応を迅速に行う

こと。 

 

(5) 材料の入手と保管業務 

ア ボーラス及びコリメータの材質は、それぞれ当センター職員が承諾した高密度ポリエチレ

ン及び真鍮とする。受託者は、製造ロットごとに材料証明書を当センターに提出する。材

料証明書には材料の寸法及びその公差、重量及びその公差、密度、製品名、原材料名並び

に製作した室内温度を記載すること。ボーラスには空洞がなく、密度の変化は≦±1 %であ

ること。ボーラスの材料となる高密度ポリエチレンは粒子線治療施設への出荷実績がある

ものとする。 

イ ボーラスの外形寸法は 136×136×50t、136×136×120t、210×200×40t、210×200×50t、

210×200×60t、210×200×70t、210×200×80t、210×200×90t、210×200×100t、210×

200×110t、210×200×120t、210×200×130t、210×200×140t、210×200×150t、210×

200×160t、280×280×80t、280×280×120t、280×280×140t、280×280×160t の 19 種類

とし、一体となっていること。 

ウ コリメータの外形寸法は 146×146×70t、272×272×30t、142×142×30t の 3 種類とし、

一体となっていること。 

エ ボーラス及びコリメータの寸法、形状については別紙 2から別紙 4までの図面に従うもの

とする。 

オ 加工数量は発注ごとに変動し突発的な増加もあり得るため、数量の急変や緊急時への対応

のために十分な個数のブランク材を用意しておくこと。 

カ 切削前のブランク材は外形上の精度を保証するため、製品使用時の温度を想定し、温度管

理の行える環境において保管すること。なお、製品の使用温度は 25 度（±１度）である。 

 

(6) 発注予定数量 

規格 材料 
予定数量 

合計 
令和 8 年度 令和 9年度 

ボーラス 136×136× 50t ポリエチレン 2 2 4 

ボーラス 136×136×120t ポリエチレン 2 2 4 

ボーラス 210×200× 40t ポリエチレン 952 952 1,904 

ボーラス 210×200× 50t ポリエチレン 671 671 1,342 

ボーラス 210×200× 60t ポリエチレン 296 296 592 

ボーラス 210×200× 70t ポリエチレン 147 147 294 



 
 

規格 材料 
予定数量 

合計 
令和 8 年度 令和 9年度 

ボーラス 210×200× 80t ポリエチレン 74 74 148 

ボーラス 210×200× 90t ポリエチレン 53 53 106 

ボーラス 210×200×100t ポリエチレン 30 30 60 

ボーラス 210×200×110t ポリエチレン 15 15 30 

ボーラス 210×200×120t ポリエチレン 10 10 20 

ボーラス 210×200×130t ポリエチレン 9 9 18 

ボーラス 210×200×140t ポリエチレン 2 2 4 

ボーラス 210×200×150t ポリエチレン 2 2 4 

ボーラス 210×200×160t ポリエチレン 2 2 4 

ボーラス 280×280× 80t ポリエチレン 2 2 4 

ボーラス 280×280×120t ポリエチレン 1 1 2 

ボーラス 280×280×140t ポリエチレン 2 2 4 

ボーラス 280×280×160t ポリエチレン 3 3 6 

コリメータ 146×146×70t 真鍮 2 2 4 

コリメータ 272×272×30t 真鍮 80 80 160 

コリメータ 142×142×30t 真鍮 133 133 266 

 

５ 業務委託料について 

(1) 業務委託料 

業務委託料には、加工済み物品の納品に係る費用の他、委託業務内容に係る全ての費用を

含むものとする。 

(2) 業務委託料の積算方法 

ア及びイの合計を業務委託料とする。 

ア ボーラス及びコリメータ加工費用 

品目ごとの単価に、納品した数量を乗じた金額とする。 

イ 消費税等 

アの総額に消費税及び地方消費税を加算する。 

(3) 業務委託料の支払方法 

受託者は、月ごとに(2)に定めた方法で積算して委託者に請求できるものとし、業務委託

料の支払日は支払の請求を受けた翌月の 25 日（金融機関休業日の場合は、その直後の金融

機関営業日）とする。 

 

６ 緊急事態対応 

マシンの故障等その他の緊急事態が発生した場合には、当センター職員に速やかに連絡し指

示を受けること。 



 
 

７ その他 

ア 使用する機器の品名・規格・台数及び業務体制（緊急時対応も含む）について当センター

職員が把握できるようにすること。また、受注から加工済み物品の納品までの各工程にお

いて逐次確認し連絡を行なうこと。具体的な方法については、契約締結後に、協議するも

のとする。 

イ 記録データの紛失、改ざんがないように管理に徹底を期すこと。 

ウ 軽微な業務で管理上特に必要な業務については、受託者と当センターとの協議の上、契 

約金額の範囲内で作業内容を変更できるものとする。 

エ 妨害又は不当要求に対する届出義務 

(ｱ) 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの妨害（不当な行為等

で業務履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求す

る権利若しくは正当な利益がないにもかかわらず、これを要求し、又はその要求の方法、

態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）を受けた場合は、

委託者へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。 

(ｲ) 受託者が (ｱ) に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又は

被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としな

い措置を講じることがある。 

オ 受託者は、この契約を履行するにあたり、別添「障害者差別解消に関する特記仕様書」を

遵守しなければならない。 

カ 受託者は、この契約を履行するにあたり、別添「情報取扱注意項目」を遵守しなければな

らない。 

キ 受託者は、この契約を履行するにあたり、別添「グリーン配送に関する特記仕様書」を遵

守しなければならない。 

ク 本仕様書に記載のない事項については、当センター職員と受託者とで協議して定める。た

だし、委託業務内容の実施方法等において協議が整わない場合にあっては、当センター職

員が定め、受託者はその指示に従うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

障害者差別解消に関する特記仕様書 

 
 
 （対応要領に沿った対応） 
第 1 条 この契約による事務事業の実施（以下「本件業務」という。）の委託を

受けた者（以下「受託者」という。）は、本件業務を履行するに当たり、障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号。以下

「法」という。）及び愛知県障害者差別解消推進条例（平成 27 年愛知県条例

第 56 号）に定めるもののほか、公立大学法人名古屋市立大学における障害を

理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領（以下「対応要領」と

いう。）に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害

者に対する適切な対応を行うものとする。 

 
 （対応指針に沿った対応） 
第 2 条 前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、

本件業務に係る対応指針（法第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をい

う。）に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。 

 
 







 
 
 

 
  

 
 
   

 
 
 
 
 

 
 

 
    

    
    
    
      
    
      
      
       
   

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


